　補助対象経費算出表   
                                              　　　  （単位：円）
	科　　  　　　目
	金　　　　　額

	補助対象経費
（人件費＋経費）
	

	内　　　訳
	人　件　費
	

	
	経　費（Ａ＋Ｂ）
	

	
	教育研究費（Ａ）
	

	
	　その他管理経費（Ｂ）
	


備　考
　　１　補助対象年度の予算書から、特別支援教育に係る経費を抽出していただくものです。（人件費が補助金見込額を上回る場合、管理経費等は記載しなくても構いません。）　　　　
２ 人件費は、予算のうち特別支援教育に係る加配の教員等が対象です。
　　　〇特別支援教育に係る園児が在籍しなくても必要となる園長、副園長、クラス担任等に係る人件費は対象外です。
　〇施設型給付を受ける園においては、公定価格上の基本分単価の配置基
　 準に係る教員は対象外です。
〇原則として他の補助金に申請する人件費は対象にできません（重複申請となるため）。ただし、特別支援に係る加配と預かり担当を兼ねている場合など、勤務時間を按分して、それぞれの補助金の対象とすることは構いません。
〇配置される人員については、有資格者（幼稚園教諭免許状又は保育士資格を有するものなど）の配置を基本とします。

　　３　教育研究経費は、特別支援教育に係る研修会費及び研修に伴う出
張旅費、教材費等です。この場合、提出の必要はありませんが、領収書や研修の実施要項、契約書等を保管しておいてください。　
　　４　管理経費は、特別支援児のための補助椅子や、加配の教員に係る
事務経費など経常的経費が該当します。固定資産台帳の対象になる物品の購入や修繕を超える資本的支出となるものは経常的経費とは認められないため対象になりません。提出の必要はありませんが、領収書等を保管してください。
　　５　帳簿及び証拠書類は補助を受けた年度の翌年度から、国庫対象の場
合は５年間、県単対象の場合は10年間保存する必要があります。
